
議長（志村 忠昭） 

これをもって、提案者の提案理由の説明を終わります。 

日程第25、議案第40号、平成27年度多度津町特別会計国民健康保険予算につい

て、議案第41号、平成27年度多度津町特別会計国民健康保険直営診療所予算に

ついてを、提案説明の都合上、一括議題と致します。 

提案者の提案理由の説明を求めます。 

住民課長、矢野君 

住民課長（矢野 修司） 

それでは、議案第40号、議案第41号、両議案を一括して提案説明を申し上げ

ます。 

まず、議案第40号、平成27年度多度津町特別会計国民健康保険予算についてで

ございます。 

予算書199ページをお願い致します。 

第1条は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ33億2,350万円にしようとす

るものでございます。 

前年度に比べまして、5億2,350万円、18.7％の増でございます。 

第2条は、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高

額を3億円と定めるものでございます。 

第3条は、歳出予算のうち、保険給付費における予算の流用について定めるも

のでございます。 

次に、歳入歳出予算事項別明細書により、ご説明いたします。 

まず、歳入についてでございます。 

208ページをお願い致します。 

款1．国民健康保険税は、前年度より1,565万5,000円減の5億4,225万5,000円の

計上でございます。 

項1．一般被保険者国民健康保険税は、380万円減の5億1,250万円、項2．退職

被保険者等国民健康保険税は、1,185万5,000円減の2,975万5,000円でございま

す。 

款2．国庫支出金は、前年度より8,140万4,000円増の6億555万8,000円の計上で

ございます。 

項1．国庫負担金は、5,092万5,000円増の4億4,257万6,000円で、内訳は、目1．

療養給付費等負担金4億2,000万1,000円、目2．高額医療費共同事業負担金1,7

17万5,000円、目3．特定健康診査等負担金540万円でございます。 

項2．国庫補助金は、3,047万9,000円増の1億6,298万2,000円で、内訳は、目1．

普通調整交付金1億5,000万円、目2．特別調整交付金698万1,000円、目8．国保

ヘルスアップ事業補助金600万円、目9．出産育児一時金等補助金存目のみ1,0



00円でございます。 

款3．項1．療養給付費等交付金は、前年度より2,200万円減の1億1,500万1,00

0円の計上でございます。 

款4．項1．前期高齢者交付金は、前年度より30万円減の9億3,700万円の計上で

ございます。 

210ページをお願いします。 

款5．県支出金は、前年度より907万5,000円減の1億1,257万5,000円の計上でご

ざいます。 

項1．県負担金は、2,257万5,000円で、内訳は、目1．高額医療費共同事業負担

金1,717万5,000円、目2．特定健康診査等負担金540万円でございます。 

項2．県補助金は、財政調整交付金9,000万円でございます。 

款6．項1．共同事業交付金は、前年度より5億475万円増の8億2,225万円の計上

でございます。 

内訳は、目1．高額医療費共同事業交付金3,435万円、目2．保険財政共同安定

化事業交付金7億8,790万円でございます。 

款7．財産収入は、前年度より10万円増の20万円の計上でございます。 

款8．繰入金は、前年度より1,541万2,000円減の1億8,032万2,000円の計上でご

ざいます。 

項1．他会計繰入金は、458万8,000円増の1億6,032万2千円で、内訳は 

目1．一般会計繰入金1億501万1,000円、目2．職員給与費等繰入金4,491万1,0

00円、目3．出産育児一時金等繰入金840万円、目4．財政安定化事業繰入金20

0万円でございます。 

項2．基金繰入金は、前年度より2,000万円減の2,000万円でございます。 

款9．項1．繰越金は、存目1,000円の計上でございます。 

款10．諸収入は、前年度より31万2,000円減の833万8,000円の計上でございま

す。 

内訳は、項1．延滞金、加算金及び過料200万円、項2．保険税督促手数料8万円、

項3．預金利子5万円、項5．雑入620万8,000円でございます。 

212ページをお願いします。 

以上により、歳入は、33億2,350万円の計上でございます。 

次に、歳出についてご説明いたします。 

214ページをお願い致します。 

款1．総務費は、前年度より59万5,000円増の4,617万2,000円の計上でございま

す。 

項1．総務管理費は、3,309万9,000円で、内訳は、目1．一般管理費2,966万1,

000円、目2．国民健康保険団体連合会負担金343万8,000円でございます。 



項2．徴税費は、1,223万6千円、項3．運営協議会費は63万7,000円、216ページ

をお願いします。 

項4．趣旨普及費は20万円でございます。 

款2．保険給付費は、前年度より120万3,000円減の18億9,861万1,000円の計上

でございます。 

項1．一般被保険者療養諸費は、15億6,200万2,000円で、このうち、目1．一般

被保険者療養給付費は、15億4,000万円、3．一般被保険者療養費は、2,200万

円、目4．一般被保険者移送費及び目6．一般被保険者保険外併用療養費は、い

ずれも存目1,000円の計上でございます。 

項2．退職被保険者療養諸費は、1億200万2,000円で、このうち、目1．退職被

保険者療養給付費は、1億円、目4．退職被保険者療養費は、200万円、目5．退

職被保険者移送費、及び目8．退職被保険者保険外併用療養費は、いずれも存

目1,000円、の計上でございます。 

218ページをお願いします。 

項3．審査支払手数料は、550万円、項4．一般被保険者高額療養費は、2億300

万円、項5．退職被保険者等高額療養費は、1,250万円、項6．出産育児諸費は、

1,260万7,000円、220ページをお願いします。 

項7．葬祭諸費は、100万円でございます。 

款3．項1．後期高齢者支援金等は、前年度より117万円減の3億783万円の計上

でございます。 

款4．項1．前期高齢者納付金等は、前年度より1万円増の26万円の計上でござ

います。 

款5．項1．老人保健拠出金は、前年度と同額12万円の計上で、老人保健の精算

分にかかるものでございます。 

222ページにかけてでございますが、款6．項1．介護納付金は、前年度より12

0万円増の1億2,200万円の計上でございます。 

款7．項1．共同事業拠出金は、前年度より5億660万円増の8億5,661万5,000円

の計上でございます。 

このうち、目1．高額医療費共同事業拠出金は、6,870万円、目2．保険財政共

同安定化事業拠出金は、7億8,790万円、目3．その他の共同事業拠出金は、1

万5,000円でございます。 

款8．保健事業費は、前年度より643万4,000円増の4,449万7,000円の計上でご

ざいます。 

項1．特定健康診査等事業費は、2,831万2,000円、224ページをお願いします。 

項2．保健事業費は、1,618万5,000円でございます。 

款9．項1．基金積立金は、前年度より、10万円増の20万円の計上でございます。 



款10．項1．公債費は、存目1,000円の計上でございます。 

226ページにかけてでございますが、款11．諸支出金は、前年度より93万4,00

0円増の1,719万3,000円の計上でございます。 

項1．償還金及び還付加算金370万1,000円、並びに項2．繰出金1,349万2,000

円でございます。 

款12．項1．前年度繰上充用金は、存目1,000円の計上でございます。 

款13．項1．予備費は、前年度より1,000万円増の3,000万円の計上でございま

す。 

以上により、歳出合計33億2,350万円を計上し、歳入歳出予算の総額をそれぞ

れ33億2,350万円とするものでございます。 

次に、議案第41号、平成27年度多度津町特別会計国民健康保険直営診療所予算

についての提案説明を申し上げます。 

予算書233ページをお願いします。 

第1条において、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,590万円にしようと

するものでございます。 

前年度に比べ、60万円、2.37％の増でございます。 

第2条は、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高

額を1,000万円に定めるものでございます。 

次に、歳入歳出予算事項別明細書によりご説明申し上げます。 

まず、歳入についてでございます。 

予算書240ページをお願い致します。 

款1．診療収入、項1．外来収入は、前年度より43万円減の1,229万円の計上で

ございます。 

内訳は、目1．国民健康保険診療収入360万円、目2．社会保険診療収入28万円、

目4．一部負担金139万円、目5．その他の収入72万円、目6．後期高齢者医療診

療報酬収入630万円でございます。 

款2．使用料及び手数料、項1．手数料は、前年度と同額の2万円の計上でござ

います。 

款3．繰入金、項1．他会計繰入金は、前年度より93万4,000円増の1,349万2,0

00円の計上で、国保会計からの繰入金でございます。 

款4．項1．繰越金、並びに款5．項1．諸収入はいずれも、存目1,000円の計上

でございます。 

款7．県支出金、項1．県補助金は、目2．設備整備費補助金9万6,000円の計上

でございます。 

以上により、歳入合計を2,590万円とするものでございます。 

次に、歳出について、ご説明いたします。 



242ページをお願い致します。 

款1．総務費、項1．施設管理費は、前年度より8万1,000円増の1,836万1,000

円の計上でございます。 

款2．医業費、項1．医療諸費は、前年度より51万9,000円増の743万8,000円の

計上でございます。 

244ページをお願いします。 

内訳は、目1．医療用機械器具費73万8,000円、目2．医薬材料費670万円でござ

います。 

款3．項1．公債費は、存目1,000円の計上でございます。 

款4．項1．予備費は、10万円の計上でございます。 

以上により、歳出合計2,590万円を計上し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ2,590万円とするものでございます。 

以上、議案第40号、並びに議案第41号、両議案を一括して、提案説明をさせて

いただきました。 

よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 


